
情報ステーション 巻
頭
特
集

け
ん
こ
う
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

ざ
っ
く
ボ
ラ
ン

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
案
内
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

４
月
の
お
知
ら
せ

宇
美
町
か
ら
の

お
知
ら
せ

巻
頭
特
集

け
ん
こ
う
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

ざ
っ
く
ボ
ラ
ン

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
案
内
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

４
月
の
お
知
ら
せ

宇
美
町
か
ら
の

お
知
ら
せ
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23

ふ
み
の
里
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

「
ス
タ
イ
ル
ア
ッ
プ
ル
ー
シ
ー
・

お
は
よ
う
ル
ー
シ
ー
」

　

こ
の
教
室
で
は
ル
ー
シ
ー
ダ
ッ
ト
ン

と
い
う
ヨ
ガ
に
似
た
タ
イ
式
の
体
操
を

行
い
ま
す
。体
幹
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
盛

り
込
ん
だ
内
容
で
、肩
こ
り
や
腰
痛
改

善
を
目
的
に
取
り
組
み
ま
す
。仕
事
疲

れ
を
取
り
た
い
夜
に
、す
っ
き
り
し
た

い
朝
に
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
期
日

①
ス
タ
イ
ル
ア
ッ
プ
ル
ー
シ
ー

　

４
月
６
日（
水
）か
ら
毎
週
水
曜
日

②
お
は
よ
う
ル
ー
シ
ー

　

４
月
７
日（
木
）か
ら
毎
週
木
曜
日

●
会
場　

し
〜
ず
・
う
み

●
時
間

①
19
時
30
分
〜
20
時
30
分

②
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

●
講
師　

日
本
ル
ー
シ
ー
ダ
ッ
ト
ン
協

会
認
定　

髙
尾 

京
子
氏

●
参
加
方
法　

ふ
み
の
里
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
の
回
数
券
を
購
入
し
、各
回

参
加
時
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。（
１
回

あ
た
り
５
０
０
円
程
度
）

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ふ
み
の
里
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

　

☎
０
８
０‐

７
０
０
４‐

１
４
３
９

平
成
28
年
度　

県
政
モ
ニ
タ
ー
募
集

●
応
募
資
格

　

県
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
方（
平
成

28
年
４
月
１
日
現
在
）

※

国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
、常
勤

の
公
務
員
、平
成
26
・
27
年
度
県
政

モ
ニ
タ
ー
経
験
者
を
除
く
。

●
任
期

　

県
政
モ
ニ
タ
ー
を
委
嘱
す
る
日
〜

平
成
29
年
３
月
末
日

●
謝
礼

　

図
書
カ
ー
ド
も
し
く
は
Ｑ
Ｕ
Ｏ

カ
ー
ド（
選
択
制
）を
進
呈

●
募
集
期
間

　

５
月
31
日（
火
）ま
で（
当
日
消
印
有

効
）

※

応
募
方
法
な
ど
、詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ

福
岡
県
県
民
情
報
広
報
課
広
聴
係

☎
６
４
３‐

３
１
０
３

グ
リ
ー
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

２
０
１
６　

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
出
店
者
募
集

●
開
催
日　

５
月
22
日(

日)

●
場
所　

福
岡
県
緑
化
セ
ン
タ
ー

　
（
久
留
米
市
田
主
丸
町
益
生
田
１
１
２
５
）

●
出
店
料　

無
料（
50
店
ま
で
）

●
出
店
内
容　

飲
食
物
等
は
不
可

●
申
込
方
法　

往
復
は
が
き
で
申
込

　

※
３
月
22
日（
火
）必
着
。

●
申
込
先

〒
８
３
９‐
１
２
１
３　

久
留
米
市

田
主
丸
町
益
生
田
１
１
２
５　

福
岡
県
緑
化
セ
ン
タ
ー

●
記
載
事
項

住
所
、氏
名
、電
話
番
号
、出
店
内

容
、「
フ
リ
マ
申
込
」と
明
記

●
問
い
合
わ
せ

グ
リ
ー
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行
委

員
会
事
務
局

☎
０
９
４
３‐

７
２‐

１
１
９
３

　
（
月
曜
休
館
）

四
王
寺
県
民
の
森

「
緑
の
少
年
団
」募
集

　

四
王
寺
県
民
の
森
緑
の
少
年
団
は
、

日
本
最
古
に
し
て
最
大
規
模
の
山
城

で
国
の
特
別
史
跡
大
野
城
跡
が
あ
る

県
民
の
森
を
中
心
に
歴
史
と
自
然
に

接
し
、
月
一
回
の
割
合
で
森
林
パ
ト

ロ
ー
ル
な
ど
の
奉
仕
活
動
や
植
樹
、野

外
キ
ャ
ン
プ
、シ
イ
タ
ケ
栽
培
、餅
つ
き

大
会
、バ
ス
ハ
イ
ク
、樹
木
の
名
札
付
等

の
研
修
活
動
や
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。親
子
で
行
事
に
参

加
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。た
く
さ
ん

の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
対
象　

小
、中
学
生

●
活
動
日
　
毎
月
第
３
日
曜
日　

　

10
時
〜
12
時
30
分

●
問
い
合
わ
せ

四
王
寺
県
民
の
森
セ
ン
タ
ー

☎
９
３
２‐

７
３
７
３

F
A
X
９
３
２‐

７
３
４
０

E
メ
ー
ル

ke
n
m
in
n
o
m
o
ri@
rh
yth
m
.o
cn
.

ne.jp

宇
美
八
幡
宮
子
安
祭

稚
児
行
列
参
加
者
募
集

　

２
年
に
１
度
行
わ
れ
る
御
神
幸
の
稚

児
行
列
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。詳

し
く
は
、宇
美
八
幡
宮
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
祭
典　

４
月
17
日（
日
）10
時
〜

●
申
込
締
切　

３
月
31
日（
木
）

●
問
い
合
わ
せ

宇
美
八
幡
宮

☎
９
３
２‐

０
０
４
４

美
味
し
く
簡
単
！
減
塩
食

　

減
塩
食
は
難
し
い
と
思
い
が
ち
で

す
が
、た
だ
塩
分
を
減
ら
す
の
で
は
な

く
、他
の
調
味
料
や
食
材
を
工
夫
す
る

こ
と
で
美
味
し
く
召
し
上
が
れ
ま
す
。

ま
た
、生
活
習
慣
病
の
予
防
に
も「
減

塩
」は
効
果
的
で
す
。

　

夕
食
を
食
べ
な
が
ら
、医
師
や
管
理

栄
養
士
か
ら
腎
臓
病
と
高
血
圧
の
食

事
療
法
を
学
び
ま
す
。現
在
治
療
中
の

方
や
そ
の
ご
家
族
で
も
参
加
で
き
ま

す
。毎
日
の
献
立
の
参
考
に
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※

受
付
は
、初
め
て
ご
参
加
の
方
を
対

象
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
日
時　

４
月
21
日（
木
）18
時
〜
20
時

●
場
所　

粕
屋
南
病
院
大
会
議
室

●
費
用　

無
料

●
定
員　

先
着
20
名

※

送
迎
も
あ
り
ま
す
。詳
細
は
お
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
予
約
・
問
い
合
わ
せ

粕
屋
南
病
院（
平
日
９
時
〜
17
時
30
分
、

土
曜
日
９
時
〜
12
時
30
分
）

☎
０
１
２
０‐

８
６
２‐

３
７
３

平
成
28
年
度

訪
問
看
護
師
養
成
講
習
会

　

訪
問
看
護
師
を
開
始
す
る
看
護
師

等
が
、訪
問
看
護
に
必
要
な
基
本
的
知

識
・
技
術
を
習
得
す
る
た
め
の
研
修
で

す
。

●
期
間　

６
月
１
日（
水
）〜

　
　
　
　

10
月
５
日（
水
）25
日
間

●
時
間　

９
時
30
分
〜
16
時
30
分

●
実
習　

施
設
に
よ
り
異
な
る

●
会
場

（
講
義
・
演
習
）ナ
ー
ス
プ
ラ
ザ
福
岡

（
実
習
）県
内
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
、保
健
所
、地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
、保
健
・
福
祉

施
設
等

●
対
象
者　

訪
問
看
護
に
従
事
し
て

３
年
未
満
の
看
護
職
員（
従
事
予
定

者
を
含
む
）

●
募
集
人
数　

50
名

●
参
加
費
用　

５
０
，０
０
０
円（
資
料

代
等
）

●
応
募
締
切　

４
月
28
日（
木
）　
　

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ

（
公
益
社
団
法
人　

福
岡
県
看
護
協
会
）

福
岡
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

☎
６
３
１‐

１
２
２
１

Ｅ
メ
ー
ル

houm
on@

fukuoka-kango.or.jp

ひ
と
り
親
家
庭
の
た
め
の
就
業

支
援
講
習
会

「
パ
ソ
コ
ン　

初
級
」

●
対
象
　
県
内（
福
岡
市
、北
九
州
市

を
除
く
）に
お
住
ま
い
の
ひ
と
り
親

家
庭
の
母
、父
、ま
た
は
か
つ
て
母
子

家
庭
だ
っ
た
寡
婦
の
方

●
開
催
日
時

５
月
10
日（
火
）〜
27
日（
金
）の
月

曜
日
を
除
く
平
日
夜
間
12
日
間

18
時
30
分
〜
21
時(

全
30
時
間)

●
定
員　

20
名（
定
員
超
え
の
場
合
は

書
類
選
考
と
し
、応
募
数
少
数
時
は

中
止
の
場
合
あ
り
）

●
受
講
料　

無
料（
但
し
、テ
キ
ス
ト

代
の
一
部
は
自
己
負
担
）

●
託
児　

有（
１
歳
〜
６
歳
の
就
学
前

の
こ
ど
も
）

●
開
催
場
所

　

春
日
市
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

●
申
込
締
切　

４
月
18
日（
月
）必
着

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ

県
ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援

セ
ン
タ
ー

☎
５
８
４‐

３
９
３
１

子
ど
も
の
養
育
費
等
に
関
す
る

無
料
法
律
相
談

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
養
育
費
な
ど
に

関
し
て
、弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相

談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
開
催
日
時

３
月
23
日（
水
）18
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　

20
時
30
分

４
月
６
日（
水
）13
時
〜
15
時

４
月
13
日（
水
）18
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　

20
時
30
分

●
場
所　

春
日
市
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

●
備
考　

前
日
ま
で
の
要
予
約
。先
着

順
受
付
で
１
日
４
人
ま
で
。１
人
あ

た
り
約
30
分
。

●
予
約
・
問
い
合
わ
せ

県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

☎
５
８
４‐

３
９
２
２

（
平
日
９
時
〜
17
時
）

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
年
金

相
談（
志
免
町
民
セ
ン
タ
ー
）

　

社
会
保
険
労
務
士
会
で
は
、日
本
年

金
機
構
か
ら
の
委
託
に
よ
り
、予
約
制

に
て
年
金
受
給
に
関
す
る
相
談
や
裁

定
請
求
書
の
受
付
に
応
じ
ま
す
。（
障

害
年
金
を
除
く
）

●
日
時　

３
月
23
日（
水
）４
月
13
日

（
水
）４
月
27
日（
水
）９
時
30
分
〜

16
時
20
分（
12
時
〜
13
時
を
除
く
）

●
場
所　

志
免
町
民
セ
ン
タ
ー
生
涯

学
習
２
号
館　

第
２
会
議
室

※

相
談
会
場
や
志
免
町
役
場
で
の
ご

予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
予
約
・
問
い
合
わ
せ

東
福
岡
年
金
事
務
所　

☎
６
５
１‐

７
９
６
７
ま
た
は
７
９
６
８

養
育
費
の
電
話
相
談

　

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
、父
子
家
庭

の
お
父
さ
ん
ま
た
は
離
婚
協
議
中
の

方
を
対
象
に
、養
育
費
の
電
話
相
談
業

務
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
受
付
時
間

　

平
日
の
９
時
〜
16
時

●
相
談
・
問
い
合
わ
せ

県
ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業
・
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー

☎
５
８
４‐

３
９
３
１

染
織
工
房
お
り
を
り

　

鈴
木
美
佐
子
作
品
展

『
真
綿
の
世
界
』

　

福
島
県
に
は
、真
綿
を
使
い
草
木
染

め
、手
で
紡
ぎ
織
る
と
い
う
文
化
が

残
っ
て
い
ま
す
。手
作
り
の
素
晴
ら
し

さ
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

●
期
間　

３
月
25
日（
金
）〜
27
日（
日
）

　
　
　
　

10
時
〜
17
時

※

作
家
来
場　

25
日
終
日
。

●
会
場　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
旬
化

　
　
　
　
（
マ
ル
ト
醤
油
）

●
入
場
料　

無
料

●
問
い
合
わ
せ

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
旬
化

　

☎
９
３
２‐

１
０
２
１

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

春
募
集
説
明
会

　
「
青
年
海
外
協
力
隊
」「
シ
ニ
ア
海
外

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」の
春
募
集
が
４
月
１

日（
金
）〜
５
月
９
日（
月
）の
期
間
で

実
施
さ
れ
ま
す
。こ
の
募
集
期
間
に
合

わ
せ
、「
体
験
談
＆
説
明
会
」が
各
地
で

開
催
さ
れ
ま
す
。興
味
の
あ
る
方
は
左

記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

詳
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

　

http://w
w
w
.jica.go.jp

●
問
い
合
わ
せ

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
デ
ス
ク
福
岡

☎
７
３
３‐

５
６
３
８

母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
の

就
労
支
援

　

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
、父
子
家
庭

の
お
父
さ
ん（
い
ず
れ
も
児
童
扶
養
手

当
受
給
者
）を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

と
連
携
し
て
就
労
を
支
援
す
る
事
業

を
実
施
し
て
い
ま
す
。日
曜
日
も
実
施

し
て
い
ま
す
。※

要
予
約
。

●
面
談

　
【
平
日
】対
象
者
の
居
住
地
の
役
場

　
【
日
曜
日
】春
日
市
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ

県
ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業
・
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー

☎
５
８
４‐

３
９
３
１

看
護
師
等
免
許
保
持
者
の

届
出
制
度

　
「
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に

関
す
る
法
律
」の
改
正
に
よ
り
、離
職

時
等
に
看
護
師
等
免
許
保
持
者
が

ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
へ
自
身
の
情
報
を
届

け
出
る
こ
と
が
、平
成
27
年
10
月
１
日

か
ら
努
力
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

看
護
師
等
の
届
出
制
度
は
、看
護
職

（
保
健
師
、助
産
師
、看
護
師
、准
看
護

師
）の
復
職
支
援
を
円
滑
に
行
う
た
め

に
、看
護
職
が
離
職
時
等
に
ナ
ー
ス
セ

ン
タ
ー
へ
届
出
を
行
う
制
度
で
す
。

　

届
出
の
内
容
は
、①
氏
名
、生
年
月

日
及
び
住
所
、
②
電
話
番
号
、
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
に

係
る
情
報
、③
看
護
師
等
の
籍
の
登
録

番
号
及
び
登
録
年
月
日
、④（
求
職
中
、

就
業
予
定
等
の
）就
業
に
関
す
る
状
況

で
す
。

　

離
職
し
た
看
護
職
の
状
況
を
ナ
ー

ス
セ
ン
タ
ー
が
把
握
す
る
こ
と
で
、復

職
を
希
望
す
る
方
の
支
援
や
ご
自
身

に
合
う
医
療
機
関
等
の
紹
介
、生
活
に

合
わ
せ
た
働
き
方
の
提
案
が
可
能
と

な
り
ま
す
。 

　

ま
た
、結
婚
・
育
児
等
で
長
期
間
現

場
を
離
れ
て
し
ま
い
現
場
へ
の
復
帰
が

不
安
な
方
に
も
、各
種
技
術
研
修
等
を

用
意
し
、職
場
復
帰
し
や
す
い
環
境
を

提
供
し
ま
す
。 

●
届
出
・
問
い
合
わ
せ

（
公
益
社
団
法
人　

福
岡
県
看
護
協
会
）

福
岡
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

☎
６
３
１‐

１
２
２
１

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w.fukuoka-kango.or.jp/

1 年

【平成25年4月開始で契約期間が1年の場合の例】

H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4

↑
締
結

↑
更
新

↑
更
新

↑
更
新

↑
更
新

↑
更
新

申
込

↑
転
換

1年 1年 1年 1年 1年 1年 無期労働契約

５年

無期転換ルールとは （労働契約法第18条：平成25年４月１日施行）

○有期労働契約が反復更新されて通算５
年を超えたときは、労働者の申し込み
により、期間の定めのない労働契約
（無期労働契約）に転換できるルール
です。
○通算契約期間のカウントは、施行日で
ある平成25年４月１日以後に開始する
有期労働契約（新規採用、契約の更
新）が対象です。

雇止めの慎重な検討について
　無期転換ルールの導入に伴い、有期雇用労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかと
の心配があります。
　このため、雇用の安定がもたらす労働者の意欲や能力の向上、企業活動に必要な人材の確保に寄与することなど、無期転
換がもたらすメリットについても十分にご理解いただき、雇止めの判断に当たっては、その実際上の必要性を十分慎重に検
討のうえ、御対応いただくようお願いします。

●問い合わせ　福岡労働局労働基準部監督課　☎４１１‐４８６２

～準備を始めましょう～「無期転換ルール」

募　

集

学　

ぶ

相　

談

催　

し

そ　

の　

他


